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【審議事項】 

 

 

 

 

 

 

 令和６年度社会福祉施設等の整備方針について〔高齢者福祉関連分〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保健医療介護部介護保険課 
 

 



 



 

 

令和６年度高齢者福祉施設等に関する整備方針について 

 

 

１ 基本的な考え方 

 創設その他定員の増加を伴う整備については、今年度策定する第１０次の「福岡

県高齢者保健福祉計画」（計画期間：令和６年度～令和８年度）において、必要性が

認められる圏域について行うこととします。 

 改築その他定員の増加を伴わない整備については、その必要性や緊急性が認めら

れる施設について行うこととします。 

 

２ 創設その他定員の増加を伴う整備について 

第１０次の計画においては、市町村等における老人福祉計画及び介護保険事業計

画の見直しを踏まえ、次に掲げる施設の整備計画を作成します。 

 

(1) 介護保険施設 

① 特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設） 

※老人福祉法第２０条の５に規定（介護老人福祉施設は介護保険法第８条第２７項に規定） 

 要介護３以上の人及び要介護１又は要介護２の人であって、その心身の状

況、その置かれている環境その他の事情に照らして、居宅において日常生活

を営むことが困難なことについてやむを得ない事情があると認められる人を

入所させて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能

訓練、健康管理及び療養上の世話を行う施設です。 

 

    ＊ユニット型とは、全室個室で、ユニットケアを行うものをいいます。 

      ユニットケアとは、入所者を１０人程度のグループに分けて、一つの生活単位（ユ

ニット）として、居宅に近い居住環境で介護を行うものです。 

 

② 介護老人保健施設 ※介護保険法第８条第２８項に規定 

 病状が安定期にある要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回

復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必

要である者に対して、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その

他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、入所者がその能力

に応じて自立した生活を営むことができるようにするとともに、居宅におけ

る生活への復帰を目指す施設です。 

 

 

③ 特定施設入居者生活介護 ※介護保険法第８条第１１項に規定 

 有料老人ホーム等に入居している要介護者に対して、特定施設サービス計

画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護、洗濯、掃除等の家事、生活等に

関する相談・助言、健康状態の確認等の日常生活上の世話や、機能訓練、療

養上の世話を提供します。 
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④ 介護医療院 ※介護保険法第８条第２９項に規定 

 病状が比較的安定期にある要介護者であって、長期にわたり療養が必要で

ある者に対して、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機

能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行う施設です。 

    

 

(2)介護保険施設以外の施設 

① 養護老人ホーム ※老人福祉法第２０条の４に規定 

 原則として６５歳以上の高齢者であって、環境上の理由及び経済的な理由

により、居宅において養護を受けることが困難な者を入所させる施設です。 

    

 

 ② 軽費老人ホーム ※老人福祉法第２０条の６に規定 

 ６０歳以上（夫婦の場合、どちらか一方が６０歳以上）で、かつ、身体機

能の低下等が認められ、又は高齢等のため独立して生活するには不安が認め

られる者であって、家族による援助を受けることが困難な者を、無料又は低

額な料金で入所させる施設です。入所者が要介護状態等となった場合には、

その心身の状況、置かれている環境等に応じ、適切に居宅サービス等を受け

ることができるよう、必要な援助を行います。 

    

 

３ 改築その他定員の増加を伴わない整備について 

  入所者等の安全の確保及び入所者の居住環境の改善等の観点から、老朽化が著し

く、施設の改築又は改修の必要性が認められ、かつ、緊急性の高いものの整備を進

めます。 

  また、地域住民との交流や入所者の処遇向上、地域に密着した独自の事業を実施

するためのスペースの整備についても進めます。 

  さらに、特別養護老人ホームの多床室における居住環境の質を向上させるために、

プライバシー保護のための改修についても進めます。 

 

2


